
② 業として映画を撮影するとき 指定なし 1時間につき 1,200円

③ 業として写真を撮影するとき 指定なし 1台1日につき 500円

１件３時間まで 5,000円

3時間を超えるとき1時間増
すごとに 1,000円

※利用料金は準備及び撤去時間を含みます。

⑤ その他町長の指定するもの - ー 町長が定める

公益性があると認められる事業内容で、紀美野町のかみふれあい
公園第４条に規定する事業に合致するもの

町又は公的機関が主催するもの

補助的要素として、当該箇所の一部を使用する場合(物品の販売を
除く)
例：(BBQサイトを主会場とし、芝生広場の一部に受付テント(3×
3m程度)を設置する場合)

その他町長の指定するもの

④
展示会、博覧会、催し

その他これらに類するもの
半年前～

フリーマーケット、物産販売会、展示販売会、式典、プロモー
ションイベント等
例)9:00～17:00(8時間)利用の場合、10,000円/日

ロケーション撮影
（映画、ドラマ、プロモーションビデオの撮影等）
例）　映画　8時間利用の場合、9,600円
例）　写真　3台利用の場合、1,500円/日

③ 興行を行うとき 半年前～ 1㎡/1日につき 10円
入場料を徴収するイベント(スポーツ観戦、音楽イベント、講演会
等)
例) 芝生広場10,000㎡×10円=100,000円/日

①
物品の販売、出店その他

これに類するもの
３か月前～ 1㎡/1日につき 600円

移動販売車等による販売
例)移動販売車(５m×２m=10㎡)の場合、1台につき、6,000円
/1日
例)テント(3m×3m=9㎡)の場合、1張につき、5,400円/1日

種　　別 予約 単位 使用料(税込) 事　　例


